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消防団協力事業所支援減税制度が４月から始まります 

 

  県では、平成２８年４月より消防団活動に協力する事業所等を支援するため、県の認定を

受けた事業所等に対して事業税を減免する「岐阜県消防団協力事業所の支援のための事業税

の課税の特例に関する条例」を下記のとおり施行します。 
 

記 
 

【消防団協力事業所支援減税制度の概要】 

・対象税目  法人事業税、個人事業税 

・対  象 次の要件をすべて満たす法人（資本金又は出資金１億円以下に限る） 

または個人 

・要  件 ①消防団協力事業所表示制度（※）の認定をうけていること 

 

 

 

 

       ②消防団員が１人以上いること 

       ③消防団活動に配慮した就業規則等が整備されていること 

・控除内容 税額の２分の１に相当する額を控除 

       ＜控除限度額＞消防団員数割合１０％未満 上限１００万円 

                     １０％以上 上限２００万円 

・適用期間 法人：平成 28年 4月 1日から平成 30年 3月 31日までの間に終了する 

各事業年度 

個人：平成 29～30年度（平成 28年～29年の所得に対して課税） 

 
 ＜参考資料＞  
  消防団員数の推移（消防団員数：各年 4月 1日現在 人口:各年 10月 1日現在） 

 平成12年 平成17年 平成22年 平成25年 平成26年 平成27年 

岐阜県 22,549人 21,559人 21,143人 20,901人 20,649人 20,769人 

 対人口比 1.07% 1.02% 1.01% 1.02% 1.01% (ﾃﾞｰﾀ待ち) 

全国 951,069人 908,043人 883,698人 868,872人 864,347人 859,995人 
 対人口比 0.75% 0.71% 0.69% 0.68% 0.68% (ﾃﾞｰﾀ待ち) 

   【出典：消防白書・消防年報（消防庁）、岐阜県消防防災年報（岐阜県）】 

（※）事業所の消防団活動への協力を通じ、地域防災体制の一層の充実が図ら 

 れることを目的として、市町村長が消防団に協力している事業所等を「消防 

団協力事業所」として認定する制度 


